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 （趣旨） 

第１条 この細則は、一般財団法人全国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程（昭和６２

年規程第２６号。次条において「規程」という。）第７条の規定に基づき、一般財団法人全国

市町村振興協会（以下「協会」という。）が交付する消防広域応援交付金（以下「交付金」と

いう。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 （申請） 

第２条 規程第５条に規定する消防応援を受けた市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を

含む。以下「受援市町村」という。）の申請は、次のとおり行うものとする。 

一 規程第５条第１項に規定する緊急消防援助隊による消防応援を受けた受援市町村は、様式

第１号の１及び様式第２号により申請するものとする。 

二 規程第５条第２項に規定する広域航空消防応援を受けた受援市町村は、様式第１号の２及

び様式第２号により申請するものとする。 

２ 前項の申請を行った受援市町村は、緊急消防援助隊による消防応援又は広域航空消防応援を

した都道府県又は市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下「応援団体」とい

う。）に交付金の交付を申請した旨を通知するものとする。 

 （応援団体の報告） 

第３条 前条第２項の通知を受けた応援団体は、様式第３号及び様式第４号により消防広域応援

の内容等を協会に報告するものとする。 

 （交付決定の通知） 

第４条 協会は、交付金の交付を決定したときは、次のとおり、その旨を通知するものとする。 

一 第２条第１項第１号の申請があったときは、受援市町村に交付決定の通知をするものとす

る。 

二 第２条第１項第２項の申請があったときは、応援団体に交付決定の通知をするものとする。 

 （指定口座の通知） 

第５条 前条の通知を受けた受援市町村又は応援団体は、協会へ指定する金融機関の口座を通知

するものとする。 

 （交付金の交付） 

第６条 協会は、前条の指定する金融機関の口座の通知があったときは、交付金を交付するもの

とする。また、第２条第１項第２号の申請を行った受援市町村に対しては、応援団体に交付金

を交付したときは、その旨を通知するものとする。 

 



    附 則 

  この細則は、昭和６２年４月１日から実施する。 

 

    附 則（平成６年８月１７日改正） 

  この細則は、平成６年９月１日から施行し、平成６年８月１日以降に発生した災害に係る交

付金について適用する。 

 

    附 則（平成１７年１月１９日改正） 

  この細則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

    附 則（平成２５年３月１９日改正） 

  この細則は、平成２５年３月１９日から施行する。 

 

    附 則（平成２６年６月１２日改正） 

  この細則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

    附 則（平成２７年４月２４日改正） 

  この細則は、平成２７年５月１日から施行する。 

 

    附 則（令和７年１２月１１日改正） 

  この細則は、令和７年１２月１１日から施行し、令和７年１月１日以降に発生した災害に係

る交付金について適用する。 

 


